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「高齢者向けの給付金」（３万円）をよそおった「電話de詐欺」（振り込め詐欺）

や「個人情報の詐取」にご注意下さい。

給付金の支給を口実とした不審の電話があった場合には、最寄りの警察署（交

番・駐在所）や市役所等へ連絡してください。

①市役所や厚生労働省などが、ＡＴＭ(銀行・コンビニなどの現金自動支

払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

②ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対

にできません。

③市役所や厚生労働省などが、「高齢者向けの給付金」の支給のために手

数料などの振込を求めることは絶対にありません。

④厚生労働省などが住民の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を

照会することは、絶対にありません。


